
５　  広報にちなん令和８年２月

上下水道料金が変わります！
～令和８年４月請求分～

　日南町の上下水道料金は、平成17年4月の料金改定以来20年間、消費税率が5％から8％、10％へ
と改正される中でも税込み料金据え置きのままで現在に至っています。
　料金収入は、人口減少と節水技術の向上による水道使用量の減少も重なり年々減少しています。上下
水道事業を継続するには施設の維持管理、修繕、更新が必要ですが、料金収入と経営努力だけでは賄え
なくなっており、この度料金改定（値上げ）をさせていただきます。
　将来にわたり健全な上下水道事業を継続するための料金改定ですので、ご理解いただきますようお願
いします。

（1）改定時期・・・令和8年4月請求分から
（2）水道料金
　　　①消費税を内税方式から外税方式に変更します。
　　　②１ヶ月基本料金（税込）

（3）下水道料金

○料金改定内容

※消費税率10%、10円未満切り捨て

※下水道料金もおなじく消費税を内税方式から外税方式に
　変更しますが、税込料金に変更はありません。

口　径 現行料金 新料金 増加額

13㎜

20㎜

25㎜

30㎜

40㎜

50㎜

75㎜

（一般家庭） 1,910円

1,960円

1,970円

2,030円

2,070円

2,920円

3,310円

126円

2,210円

2,270円

2,280円

2,350円

2,400円

3,390円

5,900円

146円

300円

310円

310円

320円

330円

470円

2,590円

20円超過料金 
（1㎥あたり）

（10㎥を超えた水量　1㎥あたり）

【問合せ】役場建設課　TEL：82-1113


